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条 例

　

  横 浜 市 一 般 職 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 条 例 第 号

　 　 　 横 浜 市 一 般 職 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

　 　 　 改 正 す る 条 例

  横 浜 市 一 般 職 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 平 成 年 ３ 月 横

浜 市 条 例 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ３ 条 第 ３ 項 第 １ 号 中 「 第 条 第 １ 項 た だ し 書 」 を 「 第 条 第 １

項 た だ し 書 」 に 改 め 、 同 項 第 ３ 号 中 「 第 条 」 を 「 第 条 」 に 改 め

る 。

      附   則

  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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規 則

　

  横 浜 市 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 期 日 を 定 め る 規

則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 号

　 　 　 横 浜 市 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 期 日 を

　 　 　 定 め る 規 則

  横 浜 市 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ８ 年 ２ 月 横 浜 市

条 例 第 ９ 号 ） は 、 令 和 ８ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

      附   則

  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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  横 浜 市 建 築 基 準 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す

る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 号

　 　 　 横 浜 市 建 築 基 準 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

  横 浜 市 建 築 基 準 法 施 行 細 則 （ 昭 和 年 ２ 月 横 浜 市 規 則 第 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 条 の ３ を 第 条 の ４ と し 、 第 条 の ２ を 第 条 の ３ と し 、 第

条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

  （ 火 気 を 使 用 す る 場 所 の 内 装 の 基 準 ）

第 条 の ２   条 例 第 ９ 条 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 壁 及 び 天 井 の 室 内

  に 面 す る 部 分 の 仕 上 げ を 不 燃 材 料 で し 、 か つ 、 そ の 下 地 を 不 燃 材

  料 で 造 る こ と そ の 他 こ れ に 準 ず る 措 置 の 基 準 を 定 め る 件 （ 令 和 ７

  年 国 土 交 通 省 告 示 第 989 号 ） に 定 め る 基 準 と す る 。  

  別 表 第 １ の 項 中

「

既 存 不 適 格 調 書 既 存 建 築 物 の 基 準

時 及 び そ の 状 況 に

関 す る 事 項

各 階 平 面 図 増 築 又 は 改 築 に 係

る 部 分

を

                                 」

「  

既 存 不 適 格 調 書 既 存 建 築 物 の 基 準

時 及 び そ の 状 況 に

関 す る 事 項

に 改 め 、

                                 」

同 表 の ２ の 項 中

「  

条 例 第 条

の ２ 第 ２ 項

の 規 定 が 適

用 さ れ る 建

築 物

各 階 平 面 図 大 規 模 の 修 繕 等 に

係 る 部 分

政 令 第137 条の

第 ９ 項 の 規 定 に

適 合 す る こ と の

確 認 に 必 要 な 図

書

政 令 第 137 条の 第

９ 項 の 規 定 に 適 合

す る こ と を 確 認 す

る た め に 必 要 な 事

項
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条 例 第 条

の ２ 第 ３ 項

の 規 定 が 適

用 さ れ る 建

築 物

各 階 平 面 図 大 規 模 の 修 繕 等 に

係 る 部 分

                                            」

「  

条 例 第 条

の ２ 第 ２ 項

の 規 定 が 適

用 さ れ る 建

築 物

政 令 第137 条の

第 ９ 項 の 規 定 に

適 合 す る こ と の

確 認 に 必 要 な 図

書

政 令 第 137 条の 第

９ 項 の 規 定 に 適 合

す る こ と を 確 認 す

る た め に 必 要 な 事

項

に 改 め る 。

                                            」

  第 ３ 号 様 式 及 び 第 ６ 号 様 式 の ３ 中 「 印 」 を 削 る 。

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 規 則 は 、 令 和 ８ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 経 過 措 置 ）

２   こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 建 築

  基 準 法 施 行 細 則 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ て い る 様 式 書 類 は 、 な お

  当 分 の 間 、 適 宜 修 正 の 上 使 用 す る こ と が で き る 。

56
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告 示

　

横 浜 市 告 示 第 193 号

　 　 　 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 廃 止 ・ 確 認

　 　 　 辞 退

  児 童 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 年 厚 生 省 令 第 号 ） 第 条 の 第 ２

項 及 び 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 の 規 定

に よ り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 廃 止 を 承 認 し

、 確 認 の 辞 退 を 受 理 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

廃 止 年 月 日 令 和 ８ 年 ３ 月 日

確 認 辞 退 年 月 日 令 和 ８ 年 ３ 月 日

施 設 種 別 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型

施 設 名 称 天 才 キ ッ ズ ク ラ ブ 楽 遊 館 綱 島 園

設 置 者 株 式 会 社 Ｔ Ｋ Ｃ

所 在 地 港 北 区 綱 島 東 一 丁 目 番 ２ 号
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横 浜 市 告 示 第 194 号

　 　 　 児 童 福 祉 施 設 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 認 可 ・ 確 認

  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 年 法 律 第 164 号 ） 第 条 第 ４ 項 及 び 子 ど も ・

子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、

児 童 福 祉 施 設 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認

年 月 日

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

施 設 種 別 保 育 所

施 設 名 称 お れ ん じ ハ ウ ス 二 俣 川 駅 前 保 育 園

設 置 者 特 定 非 営 利 活 動 法 人 お れ ん じ ハ ウ ス

所 在 地 旭 区 二 俣 川 ２ 丁 目 番 ３ 号

22 35

24 65 31

24
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横 浜 市 告 示 第 195 号

　 　 　 児 童 福 祉 施 設 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 認 可 ・ 確 認

  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 年 法 律 第 164 号 ） 第 条 第 ４ 項 及 び 子 ど も ・

子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、

児 童 福 祉 施 設 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認

年 月 日

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

施 設 種 別 保 育 所

施 設 名 称 お れ ん じ ハ ウ ス 戸 塚 保 育 園

設 置 者 特 定 非 営 利 活 動 法 人 お れ ん じ ハ ウ ス

所 在 地 戸 塚 区 矢 部 町 684 番 地 の １

22 35

24 65 31
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横 浜 市 告 示 第 196 号

　 　 　 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 指 定 及 び 収 納 事 務 の 委 託

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 次 の と お り 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 を 指 定 し 、 横 浜 市 地 域 ケ ア プ

ラ ザ の 施 設 利 用 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

地 域 ケ ア プ

ラ ザ の 名 称

指 定 公 金 事 務

取 扱 者 の 名 称

指 定 公 金 事 務

取 扱 者 の 所 在

地

指 定 し た

日

委 託 し た

日

横 浜 市 寺 尾

地 域 ケ ア プ

ラ ザ

社 会 福 祉 法 人

若 竹 大 寿 会

神 奈 川 区 羽 沢

町 550 番 地 の

１

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日

令 和 ８ 年

４ 月 １ 日

横 浜 市 神 之

木 地 域 ケ ア

プ ラ ザ

社 会 福 祉 法 人

若 竹 大 寿 会

神 奈 川 区 羽 沢

町 550 番 地 の

１

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日

令 和 ８ 年

４ 月 １ 日

横 浜 市 野 庭

地 域 ケ ア プ

ラ ザ

社 会 福 祉 法 人

秀 峰 会

旭 区 下 川 井 町

360 番 地

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日

令 和 ８ 年

４ 月 １ 日

横 浜 市 も え

ぎ 野 地 域 ケ

ア プ ラ ザ

社 会 福 祉 法 人

秀 峰 会

旭 区 下 川 井 町

360 番 地

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日

令 和 ８ 年

４ 月 １ 日

横 浜 市 上 矢

部 地 域 ケ ア

プ ラ ザ

社 会 福 祉 法 人

朋 光 会

戸 塚 区 名 瀬 町

1,566 番 地

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日

令 和 ８ 年

４ 月 １ 日

横 浜 市 二 ツ

橋 地 域 ケ ア

プ ラ ザ

社 会 福 祉 法 人

中 川 徳 生 会

都 筑 区 南 山 田

二 丁 目 番

号

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日

令 和 ８ 年

４ 月 １ 日

22 67

24

39 35

10
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横 浜 市 告 示 第 197 号

　 　 　 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 指 定 及 び 収 納 事 務 の 委 託

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 次 の と お り 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 を 指 定 し 、 収 納 事 務 を 委 託 し

た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 名 称

    一 般 社 団 法 人 か な が わ 福 祉 大 学 校

    代 表 理 事   瀬   戸   恒   彦

２   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 事 務 所 の 所 在 地

    中 区 山 下 町 番 地

３   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 に 委 託 し た 収 納 事 務 に 係 る 歳 入

    「 研 修 受 講 券 」 売 払 代 金 収 納 事 務

４   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 指 定 を し た 日

    令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

５   収 納 事 務 の 委 託 を し た 日

    令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

22 67

24

23

11
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横 浜 市 告 示 第 198 号

　 　 　 戸 塚 駅 西 口 高 架 下 店 舗 及 び 共 同 荷 捌 場 の 賃 貸 料 の 徴 収 事

　 　 　 務 の 委 託

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 戸 塚 駅 西 口 高 架 下 店 舗 及 び 共 同 荷 捌 場 の 賃 貸 料 の 徴 収 事 務 を

次 の と お り 委 託 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 名 称

    横 浜 市 住 宅 供 給 公 社

２   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地

    神 奈 川 区 栄 町 ８ 番 地 の １

３   委 託 し た 徴 収 事 務 に 係 る 歳 入

    戸 塚 駅 西 口 高 架 下 店 舗 及 び 共 同 荷 捌 場 に お け る 賃 貸 料

４   地 方 自 治 法 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た 日

    令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

５   徴 収 事 務 の 委 託 を し た 日

    令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

22 67

24

12

横浜市報　定期第229号　令和８年４月24日



横 浜 市 告 示 第 199 号

　 　 　 こ ど も 自 然 公 園 野 球 場 使 用 料 の 収 納 事 務 の 委 託

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 こ ど も 自 然 公 園 野 球 場 使 用 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し

た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 名 称

    株 式 会 社 三 光 ビ ル サ ー ビ ス 社

２   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地

    中 区 本 町 １ 丁 目 ３ 番 地

３   委 託 し た 収 納 事 務 に 係 る 歳 入

    こ ど も 自 然 公 園 野 球 場 使 用 料

４   地 方 自 治 法 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た 日

    令 和 ８ 年 ３ 月 日

５   収 納 事 務 の 委 託 を し た 日

    令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

22 67

24

31

13
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横 浜 市 告 示 第 200 号

　 　 　 来 庁 者 用 複 合 機 等 の 使 用 に 係 る 収 入 の 収 納 事 務 の 委 託

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 来 庁 者 用 複 合 機 等 の 使 用 に 係 る 収 入 の 収 納 事 務 を 次 の と お り

委 託 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 名 称

    イ マ ジ ネ ー シ ョ ン 株 式 会 社

２   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地

    中 区 山 下 町 ２ 番 地

３   委 託 し た 収 納 事 務 に 係 る 歳 入

    来 庁 者 用 複 合 機 等 の 使 用 に 係 る 収 入

４   地 方 自 治 法 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た 日

    令 和 ７ 年 ３ 月 日

５   収 納 事 務 の 委 託 を し た 日

    令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

22 67

24

28
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横 浜 市 告 示 第 201 号

　 　 　 建 設 発 生 土 搬 入 整 理 券 売 払 代 金 の 収 納 事 務 及 び 建 設 発 生

　 　 　 土 搬 入 整 理 券 売 払 代 金 に 係 る 還 付 金 の 支 出 事 務 の 委 託

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 建 設 発 生 土 搬 入 整 理 券 売 払 代 金 の 収 納 事 務 及 び 建 設 発 生 土 搬

入 整 理 券 売 払 代 金 に 係 る 還 付 金 の 支 出 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 名 称

    横 浜 港 埠 頭 株 式 会 社

２   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地

    中 区 山 下 町 ２ 番 地

３   委 託 し た 収 納 事 務 に 係 る 歳 入

    建 設 発 生 土 搬 入 整 理 券 売 払 代 金

４   委 託 し た 支 出 事 務 に 係 る 歳 出

    建 設 発 生 土 搬 入 整 理 券 売 払 代 金 に 係 る 還 付 金

５   地 方 自 治 法 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た 日

    令 和 ８ 年 １ 月 日

６   収 納 事 務 及 び 支 出 事 務 の 委 託 を し た 日

    令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

22 67

24

23
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横 浜 市 告 示 第 202 号

　 　 　 横 浜 市 港 湾 施 設 条 例 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 港 湾 施

　 　 　 設 の 告 示 の 一 部 改 正

  横 浜 市 港 湾 施 設 条 例 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 港 湾 施 設 の 告 示

（ 平 成 年 ２ 月 横 浜 市 告 示 第 102 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る

。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

  第 項 の 表 中

「

山 下 ふ 頭 Ⅱ 同 192,558

新 山 下 地 区
中 区 新 山 下 一 丁 目 ほ

か
43,604

                                                           」

を

「

山 下 ふ 頭 Ⅱ 同 206,905

新 山 下 地 区
中 区 新 山 下 一 丁 目 ほ

か
83,796

                                                          」

に 改 め る 。

31

24
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公 告

　

横 浜 市 公 告 第 235 号

　 　 　 公 園 の 設 置

  都 市 公 園 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 ２ 条 の ２ の 規 定 に 基 づ き 、

次 の と お り 公 園 を 設 置 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 み ど り 環 境 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 管 理 課

に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

公 園 の 名 称   位   置 区   域 面  積 主 な 公 園

施 設

供 用 開 始

の 期 日

篠 原 園 地 港 北 区 篠 原

台 町 番 の

１

別 図 の

と お り

5,317

  ㎡

ブ ラ ン コ

、 す べ り

台 、 砂 場

、 ベ ン チ

令 和 ８ 年

４ 月 日

  別 図 （ 省 略 ）

31 79
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17
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横 浜 市 公 告 第 236 号

　 　 　 土 地 改 良 区 の 役 員 就 任 の 届 出

  土 地 改 良 法 （ 昭 和 年 法 律 第 195 号 ） 第 条 第 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 横 浜 市 金 沢 区 柴 土 地 改 良 区 か ら 次 の と お り 役 員 が 就 任 し た 旨 の

届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

就 任 し た 役 員 の 住 所 及 び 氏 名

  役 員 の 別           住     所      氏   名

  理   事   金 沢 区 柴 町 229 番 地   齋   田   豊   一

 

 

 

 

24 18 18
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横 浜 市 公 告 第 237 号

　 　 　 方 法 市 長 意 見 書 の 縦 覧

  横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 。 以 下

「 条 例 」 と い う 。 ） 第 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 読 替 え て 適 用 さ れ る

条 例 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 旧 上 瀬 谷 通 信 施 設 地 区 と 東 名 高

速 道 路 を 直 結 す る 新 た な イ ン タ ー チ ェ ン ジ 整 備 事 業 に 係 る 方 法 市 長

意 見 書 を 作 成 し た の で 、 条 例 第 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 読 替 え て 適

用 さ れ る 条 例 第 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 当 該 方 法 市 長 意 見 書 の

写 し を 次 の と お り 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   条 例 第 条 第 １ 項 の 都 市 計 画 決 定 権 者 の 名 称

    横 浜 市

２   都 市 計 画 対 象 事 業 の 名 称

    旧 上 瀬 谷 通 信 施 設 地 区 と 東 名 高 速 道 路 を 直 結 す る 新 た な イ ン タ

  ー チ ェ ン ジ 整 備 事 業

３   都 市 計 画 対 象 事 業 が 実 施 さ れ る べ き 区 域

    瀬 谷 区 上 瀬 谷 町 、 五 貫 目 町 、 瀬 谷 町 及 び 目 黒 町 の 各 一 部

    起 点 ： 瀬 谷 区 瀬 谷 町

    終 点 ： 瀬 谷 区 瀬 谷 町

４   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 み ど り 環 境 局 環 境 保 全 部 環 境 影 響 評 価 課

    瀬 谷 区 二 ツ 橋 町 190 番 地

    横 浜 市 瀬 谷 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課

    東 京 都 町 田 市 森 野 ２ 丁 目 ２ 番 号

    町 田 市 環 境 資 源 部 環 境 共 生 課

    東 京 都 町 田 市 森 野 ２ 丁 目 ２ 番 号

    町 田 市 総 務 部 法 務 課

    東 京 都 町 田 市 金 森 ４ 丁 目 ５ 番 ６ 号

    町 田 市 市 民 部 南 市 民 セ ン タ ー

    大 和 市 下 鶴 間 １ 丁 目 １ 番 １ 号

    大 和 市 環 境 共 生 部 環 境 ・ 公 害 対 策 課

５   縦 覧 期 間

    令 和 ８ 年 ４ 月 日 か ら 令 和 ８ 年 ５ 月 日 ま で
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横 浜 市 公 告 第 238 号

　 　 　 事 後 調 査 計 画 書 の 提 出

  横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 第

条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 関 内 駅 前 港 町 地 区 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事

業 に 係 る 事 後 調 査 計 画 書 の 提 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

22 12 46 38

24

20

横浜市報　定期第229号　令和８年４月24日



横 浜 市 公 告 第 239 号

　 　 　 排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定 の 取 消 し

  横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号

） 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定 を

取 り 消 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

指 定 番 号 名   称 営 業 所 所 在 地 取 消 年 月 日

11793 株 式 会 社 イ ン

タ ー プ ラ ン

港 北 区 新 横 浜 二 丁 目

番 地 の

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

30648 株 式 会 社 小 野

塚 設 備

川 崎 市 宮 前 区 馬 絹 ５

丁 目 １ 番 号

令 和 ８ 年 ４ 月 ７ 日

11

24

14 30

24

21
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横 浜 市 公 告 第 240 号

　 　 　 建 築 協 定 の 認 可

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 市 ケ 尾 町 Ｂ 地 区 建 築 協 定 を 認 可 し た 。

  そ の 建 築 協 定 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に お い て

一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

25 73

24

22
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横 浜 市 公 告 第 241 号

　 　 　 建 築 協 定 の 認 可

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 吹 上 東 急 住 宅 建 築 協 定 を 認 可 し た 。

  そ の 建 築 協 定 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に お い て

一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

25 73

24

23
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横 浜 市 公 告 第 242 号

　 　 　 建 築 協 定 の 認 可

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 も え ぎ 野 第 二 地 区 建 築 協 定 を 認 可 し た 。

  そ の 建 築 協 定 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に お い て

一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

25 73

24

24

横浜市報　定期第229号　令和８年４月24日



横 浜 市 公 告 第 243 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ６ 年 月 ２ 日 第 2024 開 102 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    中 区 相 生 町 １ 丁 目 番 地

    株 式 会 社 マ イ カ

      代 表 取 締 役   守   屋   芳   彦

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    鶴 見 区 馬 場 六 丁 目 725 番 の ２ か ら 725 番 の ま で

43 36

24

10

15

19

25
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横 浜 市 公 告 第 244 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 ７ 月 ７ 日 第 2025 開 602 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    西 区 高 島 一 丁 目 １ 番 ２ 号

    三 井 不 動 産 レ ジ デ ン シ ャ ル 株 式 会 社

      執 行 役 員 横 浜 支 店 長   尾   崎   浩   司

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    港 南 区 日 野 中 央 三 丁 目 2,279 番 の １ の 一 部 及 び 2,279 番 の

43 36

24

35

26
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横 浜 市 公 告 第 245 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 ９ 月 日 第 2025 開 1406 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    戸 塚 区 川 上 町 番 地 の １

    テ ィ ・ ワ ー ク ス 株 式 会 社

      代 表 取 締 役   二   村   淳   一

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    瀬 谷 区 宮 沢 二 丁 目 番 の 、 番 の １ 、 番 の の 一 部 、 番

  の か ら 番 の ま で 、 番 の の 一 部 及 び 番 の の 一 部

43 36

24

22

88

40 19 41 41 16 41

17 41 19 41 20 41 21
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横 浜 市 公 告 第 246 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 ９ 月 日 第 2025 開 1806 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    千 葉 県 松 戸 市 松 飛 台 番 地 の １

    株 式 会 社 東 栄 ラ ン ド

      代 表 取 締 役   樋   口   啓   之

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    都 筑 区 早 渕 三 丁 目 4,714 番 の ３ の 一 部 、 4,714 番 の ４ か ら 4,7

  番 の ９ ま で 及 び 4,715 番 の １ の 一 部

43 36

24

24

69

14

28
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横 浜 市 公 告 第 247 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 月 日 第 2025 開 1001 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    東 京 都 西 東 京 市 芝 久 保 町 ４ 丁 目 番 ３ 号

    株 式 会 社 東 栄 住 宅

      代 表 取 締 役   佐   藤   千   尋

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    金 沢 区 富 岡 西 七 丁 目 445 番 の ３

43 36

24

11 13

26

29
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横 浜 市 公 告 第 248 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 月 日 第 2025 開 1606 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    泉 区 中 田 東 三 丁 目 番 号

    小   山   良   信  

    泉 区 中 田 東 三 丁 目 番 号

    小   山   照   子

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    泉 区 中 田 南 四 丁 目 990 番 の ３ の 一 部 、 992 番 の 及 び 992 番 の

  の 一 部

43 36
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横 浜 市 公 告 第 249 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ８ 年 ３ 月 日 第 2025 開 1315 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    東 京 都 中 野 区 野 方 ３ 丁 目 ９ 番 ３ 号

    株 式 会 社 ハ ー ミ ッ ト ク ラ ブ

      代 表 取 締 役   小   鹿   博   章

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    戸 塚 区 戸 塚 町 4,689 番 の ２ 、 4,689 番 の か ら 4,689 番 の ま

  で 、 4,692 番 の １ 、 4,692 番 の ３ 、 4,692 番 の 、 4,692 番 の

  、 4,692 番 の 、 4,692 番 の の 一 部 、 4,692 番 の か ら 4,692

  番 の ま で 、 4,692 番 の か ら 4,692 番 の ま で 、 4,692 番 の

  か ら 4,692 番 の ま で 、 4,693 番 の ２ 及 び 4,696 番 の ２

43 36
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横 浜 市 公 告 第 250 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 指 定

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ４ 号 の 規 定

に 基 づ く 道 路 を 、 次 の と お り 指 定 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

道 路 の 番

号 及 び 路

線 名

指 定 年 月

日

道 路

の 幅

員

道 路

の 延

長

指 定 の 場 所 備 考

起 点 終 点

都 市 計 画

道 路 ３ ・

３ ・ ２ 号

高 島 本 牧

線

令 和 ８ 年

４ 月 日

―

 

―

 

中 区 尾

上 町 ２

丁 目

中 区 尾

上 町 ３

丁 目

交 通 広 場

（ 約 3,50

0 ㎡ ）

市 道 山 下

町 第 ２ 号

線

令 和 ８ 年

４ 月 日

ｍ ｍ

約

中 区 真

砂 町 ３

丁 目

中 区 真

砂 町 ３

丁 目

―

市 道 山 下

町 第 ３ 号

線

令 和 ８ 年

４ 月 日

ｍ ｍ

約

中 区 真

砂 町 ２

丁 目 及

び ３ 丁

目

中 区 真

砂 町 ２

丁 目 及

び ３ 丁

目

―

25 42

24

14

14 10 80

14 13 20
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横 浜 市 公 告 第 251 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 廃 止

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号

    第 ・ ・ 号

２   廃 止 年 月 日

    令 和 ８ 年 ４ 月 日

３   廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員

    4.50 ｍ

４   廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長

    62.13 ｍ

５   廃 止 の 場 所

    青 葉 区 あ ざ み 野 三 丁 目 番 の ５ 地 先 か ら 番 の 地 先 ま で

25 42

24

52 12 16

15

26 26 35
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横 浜 市 公 告 第 252 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号

    第 ・ 112 号

２   廃 止 年 月 日

    令 和 ８ 年 ４ 月 ３ 日

３   廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員

    4.58 ｍ

４   廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長

    82.20 ｍ

５   廃 止 の 場 所

    保 土 ケ 谷 区 川 島 町 683 番 の ７ 及 び 683 番 の

25 42

24

38

51
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達

　

達 第 号

　 　 　 横 浜 市 納 税 奨 励 表 彰 規 程 の 一 部 改 正

  横 浜 市 納 税 奨 励 表 彰 規 程 （ 昭 和 年 月 日 達 第 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

  第 ６ 条 中 「 財 政 局 長 」 を 「 総 務 局 長 」 に 改 め る 。

      附   則

  こ の 達 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

41
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区 告 示

　

戸 塚 区 告 示 第 １ 号 （ 令 和 ８ 年 ４ 月 ７ 日 掲 示 済 ）

　 　 　 認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 260 条 の ２ 第 項 の 規 定 に

基 づ き 、 東 栄 む つ み 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 ７ 日

横 浜 市 戸 塚 区 長   白   井   正   和

変 更 し た 事 項 変   更   前 変   更   後

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所

渡   邉   憲   一

戸 塚 区 汲 沢 町 1,002 番

地 の

小   菅   邦   彦

戸 塚 区 汲 沢 町 1,000 番

地 の
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神 奈 川 区 告 示 第 ４ 号 （ 令 和 ８ 年 ４ 月 日 掲 示 済 ）

　 　 　 認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 260 条 の ２ 第 項 の 規 定 に

基 づ き 、 二 ッ 谷 町 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 神 奈 川 区 長   鈴   木   茂   久

変 更 し た 事 項 変   更   前 変   更   後

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

神 奈 川 区 二 ッ 谷 町 番

地 の １

神 奈 川 区 二 ッ 谷 町 ３

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所

榎   本   一   男  

神 奈 川 区 二 ッ 谷 町 番

地 の １

内   山       猛

神 奈 川 区 二 ッ 谷 町 ３
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水 道 局

　

  横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る

規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 水 道 事 業 管 理 者    

水 道 局 長   鈴   木   貴   晶

水 道 局 規 程 第 ７ 号

　 　 　 横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 程 の 一 部 を

　 　 　 改 正 す る 規 程

  横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 年 月 水

道 局 規 程 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ３ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

  （ 職 員 の 範 囲 ）

第 ３ 条   給 与 規 程 第 条 の ４ 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 職 員 は 、 交 通

  機 関 等 （ 交 通 機 関 又 は 有 料 の 道 路 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 利 用 し

  な い で 徒 歩 に よ り 通 勤 す る も の と し た 場 合 の 通 勤 距 離 が 片 道 １ キ

  ロ メ ー ト ル 未 満 で あ る 職 員 （ 身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和

  年 厚 生 省 令 第 号 ） 別 表 第 ５ 号 身 体 障 害 者 障 害 程 度 等 級 表 の １ 級

  か ら ４ 級 ま で に 該 当 す る 障 害 を 有 す る 者 （ 以 下 「 身 体 障 害 者 」 と

  い う 。 ） を 除 く 。 ） 以 外 の 職 員 と す る 。

２   給 与 規 程 第 条 の ４ 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 職 員 は 、 自 転 車 、

  原 動 機 付 自 転 車 、 自 動 車 及 び 管 理 者 が 特 に 認 め る 交 通 の 用 具 （ 以

  下 「 自 転 車 等 」 と い う 。 ） を 使 用 し な い で 徒 歩 に よ り 通 勤 す る も

  の と し た 場 合 の 通 勤 距 離 が 片 道 １ キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ る 職 員 （

  身 体 障 害 者 を 除 く 。 ） 以 外 の 職 員 と す る 。

３   給 与 規 程 第 条 の ４ 第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 職 員 は 、 交 通 機 関

  等 を 利 用 せ ず 、 か つ 、 自 転 車 等 を 使 用 し な い で 徒 歩 に よ り 通 勤 す

  る も の と し た 場 合 の 通 勤 距 離 が 片 道 １ キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ る 職

  員 （ 身 体 障 害 者 を 除 く 。 ） 以 外 の 職 員 と す る 。

  第 ３ 条 の ２ 及 び 第 ３ 条 の ３ を 削 る 。

  第 ４ 条 第 １ 項 中 「 次 条 」 を 「 第 ５ 条 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 障

害 を 有 す る 」 を 「 身 体 障 害 者 で あ る 」 に 改 め 、 同 項 第 １ 号 中 「 第 ５

条 の ２ に 規 定 す る 」 を 削 り 、 同 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

第 ４ 条 の ２   次 に 掲 げ る 職 員 の う ち 、 通 勤 の た め 新 幹 線 鉄 道 等 の 特

  別 急 行 列 車 そ の 他 の 交 通 機 関 （ 以 下 「 新 幹 線 鉄 道 等 」 と い う 。 ）

  を 利 用 し 、 そ の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 （ そ の 利 用 に 係 る 運 賃 等 の

  額 か ら 運 賃 等 相 当 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 運 賃 等 に 相 当 す る 額 を 減

  じ た 額 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 負 担 す る こ と を 常 例 と す る 職 員 （
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  新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し な い で 通 勤 す る も の と し た 場 合 に お け る 通

  勤 距 離 が キ ロ メ ー ト ル 以 上 又 は 通 勤 時 間 が 分 以 上 あ り 、 新 幹

  線 鉄 道 等 の 利 用 に よ り 通 勤 事 情 の 改 善 が 認 め ら れ る も の に 限 る 。

  ） に 対 す る 給 与 規 程 第 条 の ４ 第 ２ 項 に 規 定 す る 別 に 定 め る 額 は

  、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 支 給 単 位 期 間 に つ き 、 第 ５ 条 の ４ に

  定 め る と こ ろ に よ り 算 出 し た そ の 者 の 支 給 単 位 期 間 の 通 勤 に 要 す

  る 特 別 料 金 等 の 額 に 相 当 す る 額 （ 以 下 「 特 別 料 金 等 相 当 額 」 と い

  う 。 ） を 当 該 支 給 単 位 期 間 の 月 数 で 除 し て 得 た 額 （ 以 下 「 １ 箇 月

  当 た り の 特 別 料 金 等 相 当 額 」 と い う 。 ） の 総 額 及 び 前 条 の 規 定 に

  よ る 額 の 合 計 額 （ そ の 額 が 150,000 円 を 超 え る と き は 、 150,000

  円 ） と す る 。

    配 偶 者 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る

    者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 勤 務 場 所 を 異 に す る 異 動 又 は 勤 務 場

    所 の 移 転 （ 配 偶 者 が 職 員 で な い 場 合 に あ っ て は 、 こ れ ら に 相 当

    す る も の を 含 む 。 ） に 伴 い 、 配 偶 者 と 同 居 し て 満 歳 に 達 す る

    日 以 後 の 最 初 の ３ 月 日 ま で の 間 に あ る 子 を 養 育 す る た め 、 職

    員 及 び 配 偶 者 の 通 勤 を 考 慮 し た 地 域 の 住 居 に 転 居 し た 職 員 で 、

    当 該 転 居 後 の 住 居 （ 当 該 転 居 の 日 以 後 に 当 該 地 域 へ 転 居 す る 場

    合 に お け る 当 該 日 以 後 の 転 居 後 の 住 居 を 含 む 。 ） か ら 通 勤 す る

    も の （ 当 該 子 の 養 育 を 行 っ て い る も の に 限 る 。 ）

    要 介 護 者 （ 横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 休 暇 規 程 （ 平 成 ４ 年 ３ 月 水

    道 局 規 程 第 ５ 号 ） 第 ５ 条 第 号 に 規 定 す る 要 介 護 者 を い う 。 以

    下 同 じ 。 ） の 介 護 に 伴 い 、 当 該 要 介 護 者 の 住 居 又 は そ の 近 隣 の

    住 居 に 転 居 し た 職 員 で 、 当 該 転 居 後 の 住 居 （ 当 該 転 居 の 日 以 後

    に 当 該 要 介 護 者 の 住 居 又 は そ の 近 隣 の 住 居 を 転 居 す る 場 合 に お

    け る 当 該 日 以 後 の 転 居 後 の 住 居 を 含 む 。 ） か ら 通 勤 す る も の （

    当 該 要 介 護 者 の 介 護 を 行 っ て い る も の に 限 る 。 ）

  第 ５ 条 第 ３ 項 中 「 （ 交 通 機 関 又 は 有 料 の 道 路 を い う 。 以 下 同 じ 。

） 」 を 削 る 。

  第 ５ 条 の ２ 中 「 自 転 車 、 原 動 機 付 自 転 車 、 自 動 車 及 び 管 理 者 が 特

に 認 め る 交 通 の 用 具 （ 以 下 「 自 転 車 等 」 と い う 。 ） 」 を 「 自 転 車 等

」 に 改 め る 。

  第 ５ 条 の ４ 見 出 し 中 「 新 幹 線 鉄 道 等 の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 に 係

る 通 勤 手 当 の 額 」 を 「 特 別 料 金 等 相 当 額 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 項 中 「

新 幹 線 鉄 道 等 の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 に 係 る 通 勤 手 当 の 額 」 を 「 特

別 料 金 等 相 当 額 」 に 、 「 運 賃 等 」 を 「 運 賃 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中

「 第 ２ 項 」 の 次 に 「 か ら 第 ４ 項 ま で 」 を 加 え 、 「 新 幹 線 鉄 道 等 の 利

用 に 係 る 特 別 料 金 等 に 係 る 通 勤 手 当 の 額 」 を 「 特 別 料 金 等 相 当 額 」

に 改 め 、 同 項 に 後 段 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

    こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 中 「 交 通 機 関 等 」 と
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  あ る の は 「 新 幹 線 鉄 道 等 」 と 、 「 運 賃 等 」 と あ る の は 「 特 別 料 金

  等 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

  第 ５ 条 の ４ 第 ３ 項 を 削 る 。

  第 ７ 条 第 １ 項 中 「 １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 」 の 次 に 「 若 し く

は １ 箇 月 当 た り の 特 別 料 金 等 相 当 額 」 を 、 「 支 給 さ れ る 場 合 で 」 の

次 に 「 １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 及 び １ 箇 月 当 た り の 特 別 料 金 等

相 当 額 の 合 計 額 が 」 を 加 え 、 同 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 第 ４ 条 第 １ 項 に

定 め る 額 の 」 を 「 １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 の 総 額 又 は １ 箇 月 当

た り の 特 別 料 金 等 相 当 額 の 総 額 に よ り 」 に 、 「 １ 箇 月 当 た り の 運 賃

等 相 当 額 の 総 額 が 」 を 「 １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 の 総 額 及 び １

箇 月 当 た り の 特 別 料 金 等 相 当 額 の 総 額 の 合 計 額 が 」 に 改 め 、 同 項 第

２ 号 中 「 第 ４ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 定 め る 額 の 」 を 「 １ 箇 月 当 た り

の 運 賃 等 相 当 額 の 総 額 又 は １ 箇 月 当 た り の 特 別 料 金 等 相 当 額 の 総 額

及 び 第 ４ 条 第 ２ 項 に 定 め る 額 に よ り 」 に 、 「 総 額 及 び 」 を 「 総 額 、

１ 箇 月 当 た り の 特 別 料 金 等 相 当 額 の 総 額 及 び 」 に 、 「 合 計 額 」 を 「

合 計 額 （ 以 下 「 １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 等 」 と い う 。 ） 」 に 改

め る 。

  第 ８ 条 の ２ 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 （ １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 の 総

額 又 は 第 ５ 条 の ３ 第 １ 号 に 掲 げ る 職 員 に あ っ て は 、 １ 箇 月 当 た り の

運 賃 等 相 当 額 の 総 額 及 び 第 ４ 条 第 ２ 項 に 定 め る 額 の 合 計 額 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） 」 を 削 り 、 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め る 。

      附   則

  こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す

る 。
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交 通 局

　

  横 浜 市 交 通 局 事 務 決 裁 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す

る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者    

交 通 局 長   三   村   庄   一

交 通 局 規 程 第 号

横 浜 市 交 通 局 事 務 決 裁 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

  横 浜 市 交 通 局 事 務 決 裁 規 程 （ 昭 和 年 ２ 月 交 通 局 規 程 第 ２ 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ４ 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

２   別 表 第 ２ 中 １   部 長 共 通 専 決 事 項 の 項 第 ２ 号 の ３ 及 び 第 ３ 号 か

ら 第 ５ 号 ま で に 規 定 す る 事 項 は 、 担 当 部 長 の 専 決 事 項 と す る こ と

が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ６ 条 、 第 ７ 条 、 第 ８ 条 、 第 条

及 び 第 条 第 １ 項 の 規 定 中 「 部 長 」 と あ る の は 「 担 当 部 長 」 と 読

み 替 え る も の と す る 。

  第 ５ 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

２   別 表 第 ３ 中 １   課 長 共 通 専 決 事 項 の 項 第 ３ 号 、 第 ４ 号 か ら 第 ７

号 ま で 及 び 第 号 か ら 第 号 ま で に 規 定 す る 事 項 は 、 担 当 課 長 の

専 決 事 項 と す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ６ 条 、 第 ７

条 、 第 ８ 条 及 び 第 条 の 規 定 中 「 課 長 」 と あ る の は 「 担 当 課 長 」

と 読 み 替 え る も の と す る 。

附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 規 程 は 、 令 和 ８ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 経 過 措 置 ）

２   こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 決 裁 手 続 の 過 程 に あ る 事 案 の 処 理 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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監 査 委 員

　

横 浜 市 監 査 委 員 公 表 第 ４ 号

　 　 　 住 民 監 査 請 求 （ 令 和 ７ 年 月 ２ 日 受 付 ） に 係 る 勧 告 に 基

　 　 　 づ き 市 長 が 講 じ た 措 置 の 公 表

  住 民 監 査 請 求 に 係 る 勧 告 に 基 づ き 市 長 が 講 じ た 措 置 の 通 知 が あ っ

た の で 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 242 条 第 ９ 項 の 規 定

に よ り 別 紙 の と お り 公 表 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ４ 月 日

横 浜 市 監 査 委 員   酒   井   良   清

  同             高   品       彰

  同             前   田       一
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住民監査請求の監査結果（勧告）に基づく措置

1 監査結果（勧告の内容）

本件請求に係る人件費について、改めて精査した結果、政務活動費を充てること

ができない経費が含まれる場合には、損害を補填するために必要な措置を講じるご

と。

2 勧告に基づき講じた措置

(1)本件請求に係る人件費についてのヒアリング及び陳述書の確認

監査において改めて精査するとした内容及び監査結果において意見のあった内

容について、当該議員へのヒアリングを行いました。また当該議員から陳述書の

提出を受けました。これにより確認した内容は次のとおりです。

ア 契約の性質について

政務活動費収支報告書には、「人件贄」の項目に「賃金等」と記載して本件請求

に係る人件費について政務活動費を充当していましたが、政務活動事務所で業務

に従事している人たちとは、「業務委託契約」を締結しており、雇用関係にはあり

ませんでした。よって、受託者に支払った金員は、賃金ではなく、業務委託契約

に基づき種々の事務サポートをしてもらった委託料です。領収書のただし書きで

「給与として」と記載したものがありますが、 「事務サポート費として」が正しい

ので、誤記になります。

したがって、政務活動費の充当の項目としては、調査研究費が適当であり、

「人件費」で計上していた金額を「調査研究費」に計上するため、収支報告書

の訂正を行います。

イ 委託業務の内容について

政党活動や選挙活動、後援会活動を行う事務所と政務活動を行う事務所とを分

けており、受託者には政務活動事務所で業務に従事してもらっていました。

具体的な業務内容は、議員や会派としての活動、例えば議会活動や広報活動に

関する調査研究のサポート全般であり、政務活動事務所で市民の方々等の来訪や

電話に臨機応変に適切に対応できるようにしていました。

また、受託者の業務報告を口頭で受けていたため、作業内容の成果物等を示せ

るものはほぼありません。今後は、業務内容を報告できるように記録をつけるな

どの工夫をしていく必要があると考えています。

ウ 受託者の住所について

臨機応変な市民対応ができるよう土日も事務所を開いていましたが、土日に

従事することができる受託者が限られていたため、遠方に居住してはいるもの

の親族に委託していました。

ー
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エ 領収書の日付及び金額について

委託料は手渡しで受託者に支払っていましたが、領収書の日付は印刷したも

のであるため、領収書の日付と手渡しをした日は、必ずしも一致していませ

ん。また、受託者が業務に従事していない日に渡したこともあります。

委託料として平日に従事する人には月額20万円、土日に従事する人には 1日

当たり 1万円を支払っていましたが、交通費や連絡の際に使用する携帯電話代

なども含むため、高すぎるとは思っていません。

領収書の金額が、その月の業務に従事した月の日数と合わないものがありま

すが、双方了解のもとで、翌月以降に差額を調整したものであり、最終的な支

払い総額に誤りはありません。

(2)確認結果に基づく適正化のための対応

(1)のとおり、当該議員からは監査委員が指摘した事項について政務活動費を充

当できる経費に充当したとの合理的な説明があり、陳述書も提出されました。た

だし、政務活動費収支報告書の項目は、人件費ではなく調査研究費が適切である

ことが分かりました。そこで当該収支報告書を訂正するため、当該議員から収支

報告書等訂正届出書が提出され、議長がこれを受理しました。

これにより、令和 6年度の当該収支報告書について、次の訂正が行われまし

た。

（訂正前）

（訂正後）

調査研究費 438,037円

調査研究費 4,168,037円

人件費 3,730,000円

人件費 0円

(3) 再発防止に向けた対応

今回の監査において、監査期間中に必要な確認が間に合わなかったことから、

政務活動費の執行に当たっては適正な充当であることの説明ができるよう、会派

又は議員において書類等を整備しておく必要があることを、当該議員に説明する

とともに、改めて全議員にも周知しました。

また、当該委託業務の内容を客観的に証明する記録等が、業務委託契約書及び

業務実績表であったため、業務の性質上、成果物が残らない代わりに、今後は、

業務日誌等の記録を作成・保管し、使途の透明性の向上に努めることを当該議員

に確認しました。

今後、本住民監査請求の結果及び必要な対応についても、各会派・議員に周知

するとともに、定期的に政務活動費の充当に当たっての注意点及び他の地方公共

団体における政務活動費に関する判例等の情報を所管課から全議員に提供し、政

務活動費の適正な執行を確保していきます。
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陳述書

令和8年3月 11 日

横浜市会鏃会局 市会事務部御中

横浜市金沢区洲崎町23-1 4-4 

氏名且久且

1 収支報告書の訂正について

私が提出した令和6年度の収支報告書において「人件費」 が「賃金等」と して支

出された旨の記載をいたしました。

しかしながら政務活動事務所で業務に従事している人たちとは、私は「業務委託

契約」を締結し、調査研究に要する調査を委託しており、雇用関係にはありません

ので、項目を「人件費」としたのは誤りで、正しくは「調査研究費」でありまし

た。これらの人たちに支払った金員は賃金ではなく、業務委託契約に基づき種々の

事務サポートをしてもらった委託料であります。

よって、項目を「人件費」から「調査研究費」に訂正いたします。

また、私が提出した領収書の中で、但書きで「給与として」と記載したものがあ

りますが、給与を支払った事実はありませんので、他の領収書と同様に 「事務サポ

ート費として」が正しいので、給与と記載した部分は誤記であります。

2 業務委託契約に基づく業務の実施について

私は、政党活動や選挙活動、後援会活動を行う事務所と政務活動を行う事務所

（以下「本件事務所」といいます。）とを分けており、受託者には本件事務所に来て

もらって業務に従事してもらっていました。

私が受託者に依頼していた業務は、私の議員や会派としての活動、たとえば巖会

活動や広報活動に関する調査研究のサポート全般であり、本件事務所を常にオープ

ンにして市民の方々等の来訪や電話に臨機応変に遥切に対応できるように心がけて

おりました。
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私が不在にしていることが多いので、市民対応が円滑に行えるように平日だけで

なく、土日も本件事務所に誰かがいるようにして、複数の受託者に交代で業務に従

事していただくという体制を取っていた次第です。

受託者に依頼した調査研究内容や来訪者や電話対応の内容を私は口頭で報告を受

けることが多かったため、受託者の作業内容の成果物等示せるものがほぼありませ

ん。今後は、業務内容を報告できるように記録をつけるなどの工夫をしていく必要

があると考えています。

3 受託者の業務日時と委託料の支払いについて

上記のとおり、臨機応変な市民対応ができるように土日をとわず本件事務

所は開いていましたので、平日に従事する人以外に土日にきてもらう人が必

要でした。

土日にわざわざ来てもらう人となりますと、限られてしまうので遠方から

にはなってしまいますが親族にお願いして、土日の対応をしてもらいまし

た。

平日に来てもらう人には月額20万円の委託料を支払い、上日に来てもら

う人には、 1日当たり 1万円を支払っていました。いずれも交通費や連絡の

際に使用する携帯電話代なども含めての金額ですので決して高すぎる委託料

ではなかったと思います。

業務に従事する時間は、 1日あたり 7時間以内、週に 35時間以内と決め

ていましたので、勤務実績表では9時から 17時までとの業務時間の記載が

ありますが、この時間帯内で7時間以内の従事をお願いしていましたので、

. 9時から 17時までびっしりと業務を実施していたということではありませ

ん。この時間の範囲内で7時間以内の時間、業務を行っていたという趣旨で

す。

なお、委託料は私が手渡しで受託者に渡していましたが、領収証の日付は

印刷したものであるため必ずしも手渡しをした日とは一致しておらず、業務

に従事してはない日に渡したこともあります。

また、領収証の金額が、業務に従事したその月の日数と合わないものがあ

りますが、これは渡した金額と実際の従事した日数と異なっていることがあ

2 
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ったため、翌月以降に差額を調整して支払いをしたものがあるためで、双方

了解のもとで差額の調整をしており、最終的な支払い総額に誤りはありませ

ん。

以上

3
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正 誤

　

　

  令 和 ８ 年 定 期 第 226 号 242 ペ ー ジ 表 中 「   土 地 価 格 等 縦 覧 帳 薄

」 は 「   土 地 価 格 等 縦 覧 帳 簿 」 の 誤 り 。

(６)

(６)
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